
食品の安全を取り巻く状況 食の安全への取り組み（リスク分析）
　経済の発展に伴い、我が国は質量ともに豊かな食生活を手に入れてきました。特に物流の
発展によって、世界各国から多種多様な食品を輸入することが可能になり、世界中の食を亨
受できるようになってきています。一方、食品の生産から消費までの過程（フードチェーン）は複
雑化し、消費者にとって不透明なものとなってきています。食は、命ある限り、毎日の生活の中で
反復継続して営まれるものであり、その安全性に信頼が置けないことになれば、我々の社会基
盤そのものが脅かされる深刻な事態になると言えます。

　平成13年～14年に起きたBSE問題や偽装表示問題が相次ぐなど、食品の安全に対する
国民の不安や不信が高まる中、食品の安全の確保のための施策を充実させ、国民の健康の
保護の向上を図ることが喫緊の課題となりました。こうした課題に応えるため、平成15年に食
品安全基本法が制定されるのに合わせて、食品衛生法及び健康増進法も一部改正され、新
しい食品安全の取組が始まりました。
　現在の食品安全行政は、国民の健康の保護を確保するためには、国民が危害にさらされ
る可能性がある場合、可能な範囲で事故を未然に防ぎ、リスクを最小限にすることが重要とい
う、国際的にも認められた「リスク分析」という考え方を基本としています。
　食品安全基本法では、国民の健康の保護が最も重要であること等の基本理念を定め、国、
地方自治体及び食品関連事業者の責務や消費者の役割を明らかにするとともに、施策の策
定に係る基本的な方針として、①内閣府に設置する食品安全委員会が科学的知見に基づく
食品健康影響評価（リスク評価）を行い、その結果に基づき関連行政機関がリスク管理を実
施すること、②施策の策定に当たり、関係者相互間の情報・意見の交換（リスクコミュニケーシ
ョン）を行うこと等が規定されました。また、食品衛生法は、その目的を従来の「公衆衛生の向
上と増進」から「食品の安全確保を通じて国民の健康保護を図る」ことへと改めました。こうし
て、食品安全対策は、関連行政機関の連携を密にし、食品等事業者や消費者も含めた厚み
のある食品安全体制を構築し、国民の健康の保護に踏み込んだ積極的な対策を講ずる方向
へと、その在り方を一新しました。この新しい体制において厚生労働省は、リスク管理機関とし
て食品の安全のための施策に取り組んでいます。

近年の食の安全等に関する主な出来事

食品衛生行政を取り巻く国際的動向

コーデックス委員会（Codex Alimentarius Commission:CAC）

●国連食糧農業機関（FAO）と世界保健機関（WHO）によって1963年に設立された国際政府間組織であって、2010年1月現

在182ヵ国及び１機関（欧州共同体）が加盟

●主目的は、消費者の健康の保護と公正な食品貿易の保証であり、食品の国際規格などを作成している。

●委員会を補佐する事務局と執行委員会に加え一般問題部会（10部会）、個別食品部会（11部会）、特別部会（1部会）、地

域調整部会（6部会）がある。

●リスク分析とは、国民の健康の保護を目的として、国民やある集団が危害にさらされる可能性がある場合、事故の後始末ではな
く、可能な範囲で事故を未然に防ぎリスクを最小限にするためのプロセス。
●リスクとは、食品中に危害要因（有害化学物質、微生物等）が存在する結果として生じる健康への悪影響が起きる可能性とその
程度。

●リスクコミュニケーションとは、リスク分析の全過程を通じたリスクの評価者、リスクの管理者、消費者、事業者、学界その他関心
を有する者の間のリスクとリスクに関する要因、リスクの捉え方についての情報、意見の双方向の交換。リスク評価結果やリスク
管理措置の基本的な説明を含む。

リスク分析手法の導入
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リスクコミュニケーション
・食品の安全性に関する情報の公開
・消費者等の関係者が意見を表明する機会の確保

年　 月

・地方農政局
・消費技術センター　など
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・リスク評価の実施
・リスク管理を行う行政機関への勧告
・リスク管理の実施状況のモニタリング
・内外の危害情報の一元的な収集・整理
・リスクコミュニケーション全体の総合的マネー
 ジメントの実施　等

内　　　　　　容

中国産冷凍ホウレンソウの１割弱が残留農薬基準値（クロルピリホ
ス等）を超過する事実が判明。

平成13年12月

大手食品メーカーによる牛肉の原産地等の不正表示問題が発
覚。その後、食品の不正表示事件が次 と々表面化。

平成14年 2月

無登録農薬「ダイホルタン」が違法に輸入、販売、使用され、32都
県で農産物を回収、廃棄。

平成14年 8月

国内で初めてのBSE感染牛が発見され、食肉消費に大きな影響。平成13年 9月

カナダにおいてBSEが発生。平成15年 5月
米国においてBSEが発生。平成15年12月
国内で79年ぶりに高病原性鳥インフルエンザが発生。平成16年 1月
BSE発生国の牛のせき柱を含む食品等の製造、加工、販売等を禁
止。

年　 月 内　　　　　　容

平成16年２月

食品安全委員会委員長が米国・カナダ産牛肉の食品健康影響評
価について、厚生労働大臣及び農林水産大臣へ答申。

平成17年12月

ポジティブリスト制度が施行。平成18年５月
中国産冷凍ギョーザにより有機リン中毒事案が発生。平成20年１月

米の販売・加工業者が非食用米穀を食用に転売していたことが判
明。

平成20年９月

大手食品メーカーが中国から輸入した加工食品の原材料の一部
に、メラミン混入が確認され、商品を自主回収。

平成20年９月

八王子市において、中国産冷凍いんげんから農薬のジクロルボス
が6900ppm検出されたことを公表。

平成20年９月

体細胞クローン技術を用いて産出された牛及び豚並びにそれらの
後代に由来する食品の安全性について、食品安全委員会委員長
より厚生労働大臣に答申。

輸入農産品の残留農薬の監視強化について、米国政府との合意
に至り、我が国の残留農薬の検査強化に関する厚生労働省と米
国政府関係機関との覚書に署名。

飲食チェーン店において、結着等の加工処理を行った食肉の加熱
処理が不十分であったため、腸管出血性大腸菌O157食中毒事
件が広域に発生。

日中韓保健大臣会合において、三国間の食品安全分野における
交流及び協力を強化するための協議の仕組みの設立を内容とした
覚書に署名。

東京において「日中食品安全推進イニシアチブ第一回閣僚級会
合」を開催し、日中両国で輸出入される食品等の安全分野におけ
る交流及び協力を推進することで一致。会合終了後、「日中食品
安全推進イニシアチブに関する日本国厚生労働省と中華人民共
和国国家質量監督検験検疫総局との覚書」に署名。

日中首脳会議において、鳩山総理より日中間における食品の安全
性向上のため、担当閣僚間で定期協議を行うなどを内容とする「日
中食品安全推進イニシアチブ」を提案。中国側から賛意が得られ、
担当省庁間で内容を協議。

平成21年６月

平成21年７月

平成21年９月

平成21年10月

平成21年11月

平成22年５月

清涼飲料水の異物混入例が発生。平成20年４月
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